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Ⅰ はじめに  

1「健やか親子21」の策定について   

○ 我が国の母子保健は世界最高水準にあるが、→方で思春期＝こおける健康問題や親  

子の心の問題、小児救急医療の確保等の新たな課題も生じている。「健やか親子2  

1」は、このような課題について、21世紀の母子保他の取組の方向性と指標や  

目標を示したものであり、聞係機関・団体が一体となって、2001年（平成1  

3年）から10年計画で、その達成に取り組む国民運動計画である。  

O 「健やか親子21」の推准の基本理念として、1986年（l甘粕61年）にオタ  

ワで聞催されたWHO国際会談において提l一日された公衆衛生戦略であるヘルスプ  

ロモーションを掲げ、それまでの母子保健小二業の評価にQOL向上等の視点を取り  

入れた。  

O 「触やか純子21」の丑融通成に向けて、一人一人の国民はもとより保健・医療・  

福祉・教育・労働等の関係者、凱係桃常・い団体がそれぞれの立場から寄与するこ  

とが不可欠であるとし、国民が主体となった取組を晶化．先し、阿ヤ地方公共団体  

は、地域において、国民がそれぞれの課題を地域や個々人の．軋題として取り組め  

るよう支援することとされた。  

0 2000年（平成12年）の「健やか親子21」の策定時において、10年計画  

の中1W】三である2005年（平成17年）にはそれよでの実施状況′こ・宗を評価し必  

要な見直しな行うこととされた。  

21建やか親子21の経過（平成17年以降）   

0 2005年（平成17年）2月に、ノソニ生労仙名において、学，ii●；い槽㌧・ji昔・闇係団体  

代表者からなる「健やか親子21」推進検討会（以下「推進検討会」という。）が  

設；J■；】】二され、実施状況の言・巨仙、指1プ1一三のそのものの一法ぶや妥当性、抑たに追加すべき  

持祀㌣・？；について検討を行い、平成18年3月に「腱やか親子21」中聞評価郁告  

亨I㌣を泊り去とめた。  

く参二号〉「健やか親子21」中間評価報告，】†：  

当初．設定された61の拍車－この速成の〕ノこ況は、直近仰が出ていた5とiの指鶴■ミを分析  

した㍑果、41（70．7％）の指粋が目律にl■加ナて良くなっていた．一方、目標  

に向けて悪くなっている指司プ；一こが13（22．4％）、現状仙が目枠仙からかけ榔れて  

いる指腔が4（6．9％）あり、それぞれ適切な対策や取組の」経巡、あるいは指標   



の見直しの対象となった。  

施策の充実や新たな課題に対応するため、以下の指標を新たに追加した。（括弧内  

は目標値）  
∫ 
し  

①思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（100％）  

②乳児健診末受診児等生後4か月までに全乳児の状況把握に取り組んでいる市町   

村の割合（100％）  

③児童・生徒における肥満児の割合（減少傾向へ）  

④食育の取組を推進している地方公共団体の割合（100％）  

⑤むし腑のない3歳児の割合（80％以上）  

中間評価の結果を受けて、以下の課題について、平成18年度以降、重点的に取  

り組んでいくこととし、取組の推進にあたっては、「関係者の連携の強化」と「母  

子保健情報の収集と利活用」に、特に配慮することが重要であるとした。  

① 思春期の自殺と性感染症雁患の防止  

② 産鋸人科医師、助産帥等の産科医療を担う人材の確保  

③小児の事故防止をはじめとする安全な子育て環境の確保  

④ 子ども虐待防止対策の取組の強化  

⑤ 食育の推進  

○ 推進検討会の下に設置された「食を通じた妊産婦の健康支援方策検討会」におい   

て、妊産婦の適切な食生活と妊娠期における望ましい体重増加址（至適体重増加   

量）について検討を行い、2006年（平成18年）2月に妊産婦のための食生   

活指針をとりまとめた。また、「妊産婦にやさしい環境づくり」を推進するため、   

推進検討会において、 マタニティマークのデザインを躾集し、平成18年3月に  

発表した。  

○ （2009年）平成21年3月に、新たに追加した指標の再評価等について検討   

を行うため、厚生労働省において「健やか親子21」の評価等に関する検討会（以   

下「検討会」という。）を開催することとし、学識経験者・関係団体代表者に参集  

を要請した。  

○ 第1回検討会において、「健やか親子21」の計画期間について検討を行い、次世   

代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）に基づく都道府県行動計画   

及び市町村行動計画机（以下「行動計画」という。）は、母子保健分野の課題も含   

めて計画が策定される等「触やか親子21」との関連が深く、両者を一体的に推  
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進することが目標の達成に効果的であると考えられることから、「健やか親子21」   

の計画期眉］を2014年度（平成26年度）まで延長し、行動計画と計画期間を   

合わせることとした※2。  

※1：2005年度（平成17年比）から2009年度（平成21牛度）までが前期計‥帆 2010年度（平  

成22年度）から2014年度（平成26年度）までが餃期計両   

※2：雇児母発第0331001号「便やか純子21の計両期間について」母子保健誹長通知平成21年3月3  

1日）  

○ 検討会において、平成21年度内に、これまでの実施状況の評価、新たに追加す  

べき指標ミ阜について検討を行い、「健やか親子21」の計画終了までの今後5年間  

の取組のあり方について報告．11二を取りまとめることとした。  

3 最近の少子化対策・健康増進対策の動向（平成17年以降）   

O 「触やか親子21」について、2005年（平成17年）の評価（以下「第1回  

申問評価」という。）以降、今回の評価（以下「第2回申問評価」という。）まで  

の、主な少子化対策の仙向は以下のとおり。   

・次世代育成支援対策推進法による都道府県・市町村行動計画の実施（平成17年  

4月）   

・「新しい少子化対雄について」（少子化対策に関する政府・与党軌子j－し会とりまとめ、  

少子化社会対錆会Iii－L決定）（平成18年6月）   

・仕【ji二と生活の訓和（ワーク・ライフ・バランス）1・㌔．モ草」及び「仕・Ji二と生活の調和  

雅雄のための行仙指針」（ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会．ij■こ決定）（平  

成19年12月）   

・「『子どもと家庭を応扶する日本』重点戦略」（少子化社会対策会読決定）（平成1  

9年12月）   

・社会保障国民会読三 石封各軸告とりまとめ（平成20年11月）   

・児飛祈祉法ミ享の－一部を改正する法律成立（平成20年11月）   

・持続可能な社会保附・裾築とその安定財洲附呆に向けた「中期プログラム」（閣議決  

定）（平成20年12月）   

・社会保障証高一こ会少子化対策特別部会窮1次軸告一次世代市成のための如たな制度  

体系の設計に向けて－（平成21年2月）   

・子ども・子育てビジョンの策定（平成22年1月）  

O 「健やか親子21」の弟1回申問評価以降、今回の「惟やか親子21」の評価雛  

2回申周評価までの、主な他律増進対策の仙向は以下のとおり。  
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・食育基本法成立（平成17年法律第63号）  

・食育基本法に基づく食育推進基本計画の策定（平成18年3月）  

・「『健康日本21』中間評価報告書」とりまとめ（平成19年4月）  

・「新健康フロンティア戦略」策定（平成19年4月）  

・「新健康フロンティア戦略アクションプラン」（平成19年12月）  

‾‾－ 
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Ⅱ 第2回中間評価の方法について  

1 指標の評価方法について   

0 4つの主要課題の下に設定された67の指標（72項目）について、第1回中間  

評価時の数値及び策定時の現状伯と比岐するために、既存の統計資料の確認及び  

厚生労働科学研究等による調査を実施し、以下①～③の手順で分類し、分析・評  

価を行った。  

（今1ヱこの対応の方向性）  

① 直近偵を笥1同車l■■＝評価時の牧仙予1ヒ帖して、「八．Hくなっている」、「B∴悪  

くなっている又は変わらない」、「C．評価が困難（放他化されていない等）」「D．  

訓止未実施」に分類した。  

② 次に、A又はBに分類した直近値を策定時の現状仙と比恨して、「1．良くなっ  

ている」、 「2．悪くなっている又は変わらない」、「3．釣1回中間評仙時に新た  

に定めた指標又は集計方法が異なるため比較因州」に分類した。  

③ ①～e）の作業を行い、今後の対応の方向性について検討した。（を考賃料1）  

○ 各指千畑こついて、「結果」（直近偵が目仙こ対してどのような仙きになっているか）、   

「分析」（施策や各神職組との関連を見て、データの変化の根拠せ分析）、「紬胤   

（目標に対する直近仰をどう読むか）について記満し、さらに「耶】査・分析上の  

裸越」と「目耕運成のための諜題」を明碓にした。（参考賃料2）  
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2 新たな指標と新たな目標値の設定について   

○ 母子保健分野の新たな課題に対応する指標の設定について検討を行い、追加する  

ことが適当であるとした指標については、直近値を明らかにしつつ、2014年  

（平成26年）までの目標値を設定することとした。  

○ 計画期間が2014年（平成26年）まで延長されたため、2010年（平成2  

2年）までの目標値を踏まえ、2014年（平成26年）までの目標値について  

一部新たに設定することとした。具体的には、「増加傾向」、「減少傾向」等として  

いた目標値を、可能な限り、第1回中間評価時の数値や直近値を踏まえ、201  

4年（平成26年）までに達成すべき数値を設定した。  

○ これまでに設定された2010年（平成22年）までの目標の評価については、  

第2回中間評価とほぼ同時期であることから、第2回中間評価をもって代えるこ  

ととした。  

3 「健やか親子21」関係者の取組について   

○ 取組の分析・評価については、健やか親子21推進協議会（以下「協議会」とい  

う。）に参加している85団体、都道府県、政令市・特別区、市町村を対象にアン  

ケート調査を実施し、効果的・効率的な活動の方策について分析・評価すること  

とした。  

○ 取組状況と今後5年間の目標を明らかにするために、協議会に参加しているいく  

つかのの団体に対してインタビュー調査を実施した。なお、調査は、現状を把握  

するためのものであり、団体間の比較を行うためのものではない。   



Ⅲ 第2回中間評価の結果について  

1 指標の評価   

0 67の指標（72項目）のうち、直近値が得られた64の指標（69項目）につ  

いて、 先に述べた作業方法で分柏を行ったところ、課題ごとの達成状況は以下の  

とおり（表1 指標の達成状況）。  

○ 第1回軒肌評価時の数値と直近値を比較して、良くなっている項目は70．8％   

（51】し川）、悪くな一）ている叫＝は19．4％（14項目）、数伯化されていな   

い、．附モノノ法が捏なる等川l柚にユニり評イ面が困難な項目は5．6％（4項目）、削  

査人里≠サ」】．■（＝は1．2‖；′，（：i」則l）となった。  

表1 指1・1一三の達成状況  

第1回申l昭平価時の  

数値との比較   現状値と比較   誹遁1  課逓2  芸粟迎3  課題4  

良くなっている   8   10   12   2   32  44．4Do  
悪くなっている又は  
変わらない   0   0   2   3 4・2％  

A 良くなっている項目  

新たに定めた指標又は  
牡計方法が異なるため  2   0   5   

比較困難  

良くなっている   0   0   3   

9   

3   6  8．308  
悪くなっている又は  

2   5 6▲9％  
B一悪くなっている又は  

変わらない項目  祁1回申l昭平価時に  

新たに定めた指標又は  
≡  

簸計方法が異なるため  
0   34．2％  

比較困難   

C 評価か細雄な項目  0   2   4毒 5・6ひ。   
D 調音未実施の項目  3   0   0   0   3星 4．2％   

世計  15   13   26   18   72…100飢   

○ 保促水神の指聴、住民自らの行動の摘出●∴行政・け＝系川休Tの取組の指牒（項目）  

ごとの肌1回申＝り評価畔の放凧と比帖しての勅封ノミ酬ま以下のとおり（図1侃   

保水押の指机■：（小目）、イ⊥艮自らの行仙の指棋（項R）、行政・朋係団体′こ草の取組  

の指標（項目）別に見た改定状況）。  

○ 第1回申Iごり．津佃甘封こは、行敢や住民の取組が先行して改Jlト）‾ることによって、結   

果としてイ村建水世の指招ミが改．ご】宇するという分析がなさjLたが、弟2l・叫コ「7り評価で  

は、圧ハニl′jらの川‘り」の指けと保他水1ll≡の指丹がさらに改汚していることが判明し  

た。  
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図1 保健水準の指標（項目）、住民自らの行動の指標（項目）、行政・関係団体等の取  

組の指標（項目）別に見た改善状況  
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第1回中間評価時  直近値  

2 各指標の分析  

1） 課題1 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進   

（1） 子どもの自殺について   

○ 第1回中間評価時の重点取組として設定されていた思春期の自殺「十代の自殺率  

（1－1）」は、10歳から14歳までの自殺率は、策定時の現状低から直近値ま  

でほぼ横ばいであるが、15歳から19歳までの自殺率は策定時から上昇し続け  

ており、特に女子の自殺率の上昇が男子や他の年代と比べて大きい。  

O 「スクールカウンセラーを配置している中学校（一定規模以上）の割合（1－1  

2）」、「子どもの心の専門的な診療ができる医師がいる児童相談所の割合（4－1  

5）」、「思春期外来（精神保健福祉センターの窓口を含む）の数（1－13）」は、  

策定時の現状値から着実に増加している。社団法人日本小児科医会が認定してい  

る、「子どもの心の相談医数（4－18）」は横ばいで推移している。  

○ 現在のところ正確な自殺の原因に関する統計があるわけではないものの、200  

9年（平成21年）5月に発表された「平成20年中における自殺の概要資料」（警  

察庁生活安全局生活安全企画課）においては、19歳以下の自殺（552名）の  

原因・動機としてはうつ病やうつ病以外の精神疾患等の「健康問題」が最も多く  

（165名）、次いで、進路に関する悩みや学業不振等の「学校問題」が多い（1  

64名）。   



○ 子どもの自殺を防ぐために、引き続き、要因分析や相談体制・支援体制の整備等  

を推進していく必要があり、思春期のうつ病等の精神疾患の早期発見や専門的に  

対応できる人材の確保、学校における心の健康づくり等が求められる。  

（2）人工妊娠中絶及び性感染症について  

○  第1回中間評価時の塵点取組として設定されていた思宥二川の性感染症篠患の防   

止に関して、「十代の人工妊娠中純尖施ヰ（1－2）」は、歳定時の現状値から直  

近仙までポ実に減少している。また、「十代の性感漆症肺患率（1－3）」も、「感  

染症発生動向調査」における定点当たりの裡告件数でみると弟1回申刷評価暗か  

らは減少している。ただし、感染症死生動向胡〃の用告件叛は、医帖恍関の受診  

件数であり、その一言－1珊については、i拓行動の臣彗を受けるため留意が必要であ  

る。  

O 「十代の人工妊娠中絶実施率（1－2）」及び「十代の性感染症仙■．む、率（1－3）」  

の減少は、性教育における教授法や教材開発等が進み、市実に効果を上げている  

と推測される。また、i・盛染症については、定点報告の結果であることから、十代  

の性感染症の実情を必ずしも反映しきれていないのではないかとの指摘がある。  

O 「学校保仰妾烏会をm催している学佼の割合（1－10）」は、：†‡1回中間評価時  

に新ノご別こ設定された指牒であるが 、直近値では石墨に州加している。学校保健委   

〔ま会は、．地域と学校（ノ）ノ巴、／ト川†町仰の址携の要であり、‡1けのけ成にい射ナて引き統  

き取り純んで行く必要がある。「′巴行制圧伸対歳に取り純んでいる他方公共団体の  

川合（1－14）」は桃ばいで推移しており、特に市町刊■レベルで取組が低調とな  

っている可’証性が直る。  

○ 避妊法や性撼準症に関する正しい知ふ；kの普及、保腱、医虹、教・1ノfとの辿携等によ  

り、両指利一このより一回の減少′うミ用待できることから、これらの取組を引き続き推  

進していくことが求められる。  

（3）十代のl竹腰及び軟i州こついて  

O 「十代のl】桝】tliヰ（1－7）」と「十代の欺洒率（1－8）」は策定叫の現状仙から  

直近偵まで芯実に減少している。  
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O 「十代の喫煙率（1－7）」が、第1回中間評価時から直近値まで減少した背景に  

は、たばこ事業法改正による平成16年のたばこの広告規制の強化、業界の自主的  

な取組である成人識別機能付自動販売機の導入等があると考えられる。目標を達成  

するために、たばこ税のあり方の検討、大学をはじめとした高等教育機関の敷地内  

完全禁煙や学校における喫煙防止教育の推進等が求められる。  

O 「十代の飲酒率（1－8）」が、第1回中間評価暗から直近値まで減少した背景に  

は「未成年者飲酒防止に係る取組について」警察庁、国税庁及び厚生労働省通知  

による販売時の年齢確認の徹底、酒期自動販売機の適正な管理の徹底等の未成年  

者の飲酒防止に係る取組等が考えられる。目標を達成するために学校における飲  

酒防止教育の推進、未成年者の飲酒防止に向けた地域レベルの関係機関（税務署、  

警察軍、保健所、教育委‖会・学校、自治体等）における組織的な取組体制の確  

立とともに、青少年の心の問題の那決のための、保健所及び精神保健福祉センタ  

ーにおける未成年者の飲酒に関する相談サービスの充実が求められる。また、未  

成年と成年が混在する大学等高等教育機関における飲酒の取り扱いについても厳  

密に対処していく必要がある。  

2） 課題2 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援  

（1）妊娠・出産に関する安全性について  

O 「妊産鋸死亡率（2－1）」は、策定時の現状値から直近値まで減少し続けている。  

目標の策定時の現状値からの「半減」の目標達成までわずかである。「妊娠11週  

以下での妊娠の届出率（2－4）」、「母性健康管理指導事項連絡カードを知ってい  

る妊婦の割合（2－5）」、「周産期医療ネットワークを準備している都道府県数（2  

－6）」、「助産師数（2－8）」は増加し続けている。また、「正常分娩緊急時対応  

のためのガイドライン作成（2－7）」については目標を達成している。  

○ 第1回中間評価以降の重点取組として設定されていた産婦人科医師・助産師等の  

産科医療を担う人材の確保に関して、「産婦人科医師数（2－8）」は、策定時の  

現状値からは減少しているが、平成20年の報告では平成18年に比べ増加した。  

また、先に述べたとおり、「助産師数（2－8）」は、増加傾向が続いている。  

O 「産婦人科医師数（2－8）」の増加傾向との判断は今後の推移次第である。「助  

産師数（2－8）」は増加しており、厚生労働省の第6次看護職員需給見通しによ  

れば、平成22年の需要見通しと供給見通しの差はマイナス900人となってい  

る。しかし、関係学会・団体等が考えている必要な助産師数を摘たしていない。  
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○ 医師、助産師確保対策が効果を上げてきていると推測されるものの、短期間に不  

足を解消するだけの医師・助産師数の増加を見込めないことから、国民が安心し  

て妊娠・出産に臨める医療環境の実現に向けて、引き続き産科医療を担う人材確  

保の取組を推進していく必要がある。特に産科医療に従事する産舶人科医師確保  

と地域偏在の是正、助産師業務に従事する助産師†冊某の取糾及び質の向上に努め  

る必要がある。  

（2） 妊娠・出席に閲する快適さについて  

O 「妊娠・出産について満足している者の‘川合（2－2）」ほ、策定時の現状値から  

直近仙」三で増力ロしているものの、胡1回申肌評イ抑巧から直近伯までの増加幅は、  

策定】けの現状折から釣1回中！用言平価暗までの数伯と比べて′トさくなっている。特  

に、「出ノブー】′三イ机iミを助産帥等と振り〕垣ること」や、「荘後1か月の助産師や保健師か  

らの指・1←トケアが‘レ）ること」という項［で満足が＝られていないという結果であ  

った。  

○ 助産師や保触l∫帖こよる、産後のきめ細やかな副わりは、産橙うつや虐待予防につ  

ながるとともに、〃児への前向きな気持らを1」・iめ、継続自勺な支揉のスタートにな  

るとの指摘があり、市要である。  

（3） 不帰拾樟への友j′‡について  

O 「不妊専門川．i－jミセンターのH備（2－9）」、「不柁拾≠を受ける－；て1ミに、心者が専門   

；ミに上るカウンセリングが二1‡けられる一別合（2－10）」け、甘′に特車呪状情から  

直近僻まで相加しノ縦けている。なお、不妊畑岬」仙：・ノミセンターは既に全部う馴守り，とに  

■∫r紺1■jされており］けをり三成している。  

O 「不妊治療を′■乏ける揖老が、■．神目‘与ごに上るカウンセリングが受けられる割合（2  

－10）」の削一■：■こは「100％」であり、目けを辻成するために、例えば、不妊治  

頼の経済的n担の帽減を図ろ持定不妊治樟理助成■Jト某の尖施区帖槻別の指定ラ堤イ牛  

に、いわゆる不妊カウンセラー※1や不妊コーディネーター※2の配i；11壬を加えること  

を検討すろ必要かあろ。  

：・1■心理でト社；て′．′ヰに．？→い追詣4イし、臨圧l′二川トニJ心川カウン上りンノ又け■りいカウンセリング′、1；二の  

経▼1小ノ・了1－fち、・■．リ．†－；（夫／ノ‖り／1・小ランセリンノの州‖iから支j′二こきろ†川Iノし■持つ㍗■  

・；・2：／．リ㍍（夫ん．い／ト．】1けjしてト妊冶項を曳けユニ，ことがでさるように、†瑚用刊・■の．㈲明仙耽、不妊治1・ンの甚  
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択の補助、不妊の悩みや不妊治療後の妊娠・出産のケア等、患者（夫婦）を看護の側面から支援する   

者  

3） 課題3 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備  

（1） 小児保健医療水準について  

O 「周産期死亡率（3－1）」、「新生児死亡率乳児死亡率（3－3）」、「幼児（1～  

4歳）死亡率（3－5）」は、策定時の現状値から、直近値まで減少を続けている。  

また、「初期、二次、三次の小児救急医療体制が整備されている都道府県の割合（3  

－18）」についても、特に二次、三次のレベルで策定時の現状偵から直近値まで  

増加している。「6か月までにBCG接碓を終了している者の割合（3－16）」、「1  

歳6か月までに三種混合・麻しんのニー防接種を終了している者の割合（3－17）」  

についても増加している。しかし、「かかりつけの小児科医を持つ親の割合（3－   

10）」、「休日・夜間の小児救急医始機関を知っている親の割合（3－11）」は、  

策定時の現状値から第1回中間評価時の数値まで増加していたが、第1回中間評  

価暗から直近値まで減少している。  

O 「幼児（1歳～4歳）死亡率（3－5）」は、国際比較ではOECDの加盟国（2   

7か国）のうち17位（2005年）であり、減少傾向にあるものの取組を強化し  

ていく必要がある。  

O 「かかりつけの小児科医を持つ親の割合（3－10）」については、かかりつけの  

小児科医がいない理由の一つとして、それまでに小児科医を受診する必要がある  

ような疾患に子どもが篠患したことがないことが考えられることから、個別健康  

診査や予防接種等の機会を通じてかかりつけの小児科医を持つことが望まれる。  

O 「休日・夜間の小児救急医療機関を知っている親の割合（3－11）」の目標であ  

る「100％」の達成が困難な背景として、小児救急電話相談事業（＃8000）  

の利用、インターネットで医療機関を探索してすぐに受診することができること  

や休日・夜間の小児救急医療機関が近くにない地域があること等の事情が考えら  

れ、今後はこのような事情を加味して当該指標を評価していく必要がある。  

O「6か月までにBCG接種を終了して 

でに三種混合・麻しんの予防接種を終了している者の割合（3－17）」について  

は、史に接種率を向上させるため、予防接種に関する普及啓発、予防接種を受け   

やすくする実施方法の工夫、市町村による未接種者の把握や個別の接種勧奨を行  
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うこと等が求められる。なお、予防接種に関する調査結果は、乳幼児健診時の保  

護者からの聞き取りに基づくものであり、思い追い等の不正確な回答が含まれて  

いる可能性がある。三種混合・麻しんの予防接種の実施率及びBCG接種者数は  

自治体からの調査票提出に基づく統計報告が厚生労働省からも発表されているこ  

とから、今後は、このデータを基に評価を行っていくことが望ましい。  

（2）乳幼児突然死症候群（SIDS）について  

O 「乳児のSIDS死亡率（3－4）」は、策定時の現状偵から直近伯まで着実に減少  

しており、策定時の現状値「出生10万対26．6」から「半減」の口標達成ま  

でわずかである。  

O SIDS の発生率を高める3つのリスク要因（「うつぶせ捏」、「喫煙」、「人工乳での  

哺育」）に閏する指標のうち、「乳児糊にうつぶせ侵をさせている槻の割合（3－   

15）」は、調査の方法が異なるものの、策定峠の批l片桐カゝら山花情まで減少して  

おり、「妊帰中の喫雌ごト（3一日）」、「育児期17り中の両用の自宅での喫鯉率（3－  

8）」も第1回申問ほ平価暗からIlt〔近情1で減少している。  

O 「乳児のSIDS死亡率（3－4）」の減少の理由の一つに、平成11年止から聞始  

された乳幼児突然死痛快膵（STnS）対策弧化月間を定めてのSIDSのリスク要因  

に関する普及啓発等の活動があると考えられる。こノ）j偏11を継続していくととも  

に、育児期間中の父親の喫煙率は減少傾向にあるものの、依然として高いことか  

ら、育児期間中の父硯の自宅での喫煙を防ぐ取組が求められる。  

（3）子どもの■拓故について  

O 「不出の頼政死⊥斗（3－6）」、卜」i二枚防止対歳を冥施している家析の割合（3－   

12）」、「礼幼〃のいるて履で帆呂j‘L去のドアを乳幼児が自分で聞けることができな  

いよう工夫した家庭の割合（3－13）」は、策定時の現状低からil’土近似まで改善  

傾向が続いている。  

O 「不瓜の■ji二故死亡ヰi（3－6）」の減少には、第1l・享川川り，刑帖伊11点11紬1として設  

定されていた小児の一汗故防止をはじ♂）とすろ安全な子肯て‡眉■山川怖保の取締が寄  

与している可f敵性がある。また、子どもの周りにある黒晶の環七性のl，′り上や、飲  

酒主掛‡長の厳罰化等の法鷺備による交通安全の向上等の形■澤も考えられる。  
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○、「事故防止対策を実施している市町村の割合（3－19）」は、調査時の策定時の   

現状値から第1回中間評価暗まで増加していたが、第1回中間評価時から直近値  

まで減少しており、市町村の乳幼児健診時における事故防止の取組が停滞してい  

る可能性がある。  

○ 子どもの事故による死亡率は、子ども（1歳以上）の死亡原因の第1位であるこ  

とから、引き続き、子どもの安心・安全な地域づくりに向けた環境整備が必要で  

ある。製品の安全性等の一層の向上等の取組に加えて、再度、市町村に対して、  

乳幼児健診時の事故防止の取組の重要性について普及樽発すること、子どもの行  

動や親の意識の変化′淳の研究や幅広い関係者との協働による支援策が期待される。  

（4）病児支援について  

O 「院内学級・遊戯室を持つ小児病棟の割合（3－21）」、「慢性疾患児等の在宅医   

療の支援体制が整備されている市町村の割合（3－22）」は、策定時の現状値か  

ら第1回中間評価時に減少し直近値では、ほぼ横ばいで推移し、慢性疾患児を支  

える環境は必ずしも改善していないと推測される。  

○ 慢性疾患児の支援に応じて、医療・福祉施設サービスと在宅医療の充実を図るこ  

とにより、個々の児の状況によって、適切な選択を行うことができるような環境  

を整備することが望ましい。  

（5）低出生体重児について  

O 「全出生数中の極低出生体重児の割合（3－2）」は、第1回中間評価時から横ば  

いであるものの、「全出生数中の低出生体重児の割合（3－2）」は、策定時の現   

状値から直近値まで増加を続けている。 「妊娠中の喫煙率（3－8）」、「育児期間  

中の両親の自宅での喫煙率（3－8）」は、第1回中間評価時から直近値まで減少  

している。  

○ 低出生体重児増加の要因として、早産、多胎妊娠、妊娠前の母親のやせ、低栄養、   

妊娠中の体重増加抑制、喫煙等の因子が報告されており、「全出生数中の低出生体   

重児の割合（3－2）」を減少傾向に導くため、これらの因子の軽減に向けて取り  

組む必要がある。  
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4） 課題4 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減  

（1） 子どもの虐待について  

○ 第1回中間評価時の重点取組として設定されていた子どもの虐待防止対策の取組   

の強化については、関係する指標のほとんどが、改善を示していない。「法に基づ  

き児童相談所に報告があった被虐待児の数（4－2）」の数値として使用している   

児童相談所での相談対応件数は、策定時の現状値から直近僻まで増加している。   

「虐待による死亡数（4－1）」は、策定時の現状値から直近値までほぼ横ばい、   

「チlノfてに自信が持てない母視の割合（4－3）」は第1回中間評価時と直近値を  

比べてわずかに減少となっている。  

O 「法に基づき児童相談所に報告があった被虐待児の数（4－2）」の増加は、児童   

虐待防止法等の改正により虐待の定義が拡大されたことや虐待に対する認識の向   

上の結果もあるが、虐待そのものの増加とも考えられる。  

○ 子どものか待の予防、早期雅兄のために保他分野と児后福祉分野のユ・娃仇は禿要で   

あり、平成21年4月に児瑚．■．う祉法（昭和22年法律苅164号）が改正され、   

市町村が中心となり保触・医療・福祉・l二・■守察等地力・′にの関係機関で枯成される「子  

どもを守る地域ネットワーク」（要保誠児・、；’用≠地域l乱読会）の設眉を進め、相談・   

支援体制の充実が図られており、関倖拭l封の訓県や帖郁共有を行っている。また、  

市町村の乳児宣庭全戸訪問・Ji：1レ‡（こんにちは赤ちやん小二、某）’1－；三も県量福祉法に位   

ト■一■・二付けて、川ミ逃しているが虐待にけける相律は改差しておらず、今後も、母子保   

健分野と児童福祉分野の辿批の強化を推進する必要がある。  

（2） 〃児及び乳幼児他，′モについて  

○ 育児及び腱．，ラに仙する一郡の指丹の仙は、J′‡1同中川評価時から、3か月児、1   

歳6か月児又は3歳児腱診の時の．甘捏にノ．1：づくものとなっており、邦定時の現状   

仙と坑1回中間評仙時及び直近仙二と比恨することができない。第1回申問評価暗   

から市近†山こかけて、「子肯てに自イこが持てない魚用の川合（4w3）」、「育児に   

み加する父紬の調合（4－7）」、「子どもと、一緒に遊ぶ父税の割合（4－8）」、「乳   

幼児の腱康診査にilご・‘・i足している甘の割合（4－11）」は改善しており、「ゆった  

りとした気分で子どもと過ごせる時冊がある母親の割合（4－5）」、「育児につい   

て相談相手のいる母親の割合（4－6）」は1歳6か月児と3歳児で悪化してい る。  

また、「育児支描こ起点をおいた礼幼児根津診査を行っている自治体の割合（4－   

12）」は策定時の現状仙から祀近情まで改近を続けており、「乳化腱．診未受診児  

′写生後4か月までに全孔児の状況把捉に取り組んでいる市町村の調合（4－13）」  
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も第1回中間評価時と比べて直近値では改善している。「ゆったりとした気分で子  

どもと過ごせる時間がある母親の割合（4－5）」は、母親が就労している場合に  

就労していない場合と比べて低くなっており、働く母親に対する一層の支援が求  

められる。  

○ 例えば、「市児について相談相手のいる母親の割合（4－6）」を改善するために、  

母親がどのような事項について、 どのような方法による相談を求めているのか等、  

育児や乳幼児健診に関して、きめ細かく実情を把握するための調査・研究を実施  

し、その結果を踏まえ、解決策を検討することが求められる。  

（3） 子どもの心の診療医について  

O 「親子の心の問題に対応できる技術を持った小児科医の数（4－18）」は、策定   

時の現状値からわずかな増加にとどまっている。第1回中間評価時に設定された  

指標である「子どもの心の専門的な診療ができる医師がいる児童相談所の割合（4  

－15）」は、非常勤医師がいる児童相談所も含めると直近伯では増加している。  

○ 親子の心の問題に対応できる技術を持った小児科医を増やすためには、教室形式  

の研修会に加えて子どもの心の診療について指導できる医師のもとで研修ができ  

る体制を稚保する必要がある。また、今後は、親子の心の問題に対応できる技術  

を持った小児科医と専門医療機関との紹介体制の確立等も議論する必要がある。  

（4） 食育について  

○ 平成17年7月、食育を総合的、計画的に推進することを目的とする食育基本   

法が施行されたことを踏まえ、第1回中間評価時に食育に関する指標が新たに設   

定された。第1回中間評価後の重点取組の一つとしても設定されていた食育の推   

進は、「食育の取組を推進している地方公共団体の割合（1－15、4－14）」   

が、第1回中間評価時と比べて増加している。また、「児童・生徒における肥満児   

の割合（1－5））については改善しているものの、「思春期やせ症の発生頻度（1   

－4）」については横ばいである。学校保健統計においても、ここ数年、痩身傾向   

児は増加しており、肥満対策と同様にやせ対策の充実が求められる状況になって  

いる。  

○ 食育の推進は、第1回の中間評価後の重点取組であることを踏まえ、妊娠・産裾   

期や授乳期における望ましい食生活の実現に向け、「妊産婦のための食生活指針」  
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を作成し、「妊産婦のための食事バランスガイド」を示した。また、乳幼児の発達  

段階に応じた授乳や離乳についての適切な支援が推進されるよう「授乳・離乳の  

支援ガイド」を作成し、これらによる普及啓発を進めている。  

○ 児竜・生徒の旧l粧畑軋在期やせのJ′′防等の思春期保健対策の観点、妊娠中の適切   

な帆「瑞・理等桂子の他用碓侶の槻点、母乳育児の推進や家族揃って食事を楽しむ   

ゆとりのある生活の実現等の子・「fて支援の観点から尭育の推進は重要であり、今  

後も引き続き取り組んでいくことが来められる。  

（5） 母乳市児について  

O 「出産後1か月時の母乳育児の割合（2－12、4－9）」については、策定時の  

現状値、第1回中間評価時及び直近値がそれぞれ異なる調査に基づくものである   

が、ほぼ横ばいとなっている。日二乳率の結果の分布にはばらつきが見られ、関係   

者が熟ノL、に母乳育児に取り組んでいる自治体と取り組んでいない自治体で差が生  

じているのではないかとの指摘がある。  

○ 甘軋肯児け慕正面のみならず、母子の愛べ■√手形成等1：．居中面にも良い日常を及ぼすと   

言われていることを再認識し、妊娠中からの啓発や出産直後の支援等、具体的な   

数値目けを定めた上で、し甜系者が辿臥し、支援が継続して行われるような取組の  

川．ル′11こ！’．’！Lれる。  

3 「健やか親子21」関係者の目標達成に向けた取組状況の評価  

1） 吼訂し。奈の取抑匪況について   

○ 協‖i■L去に与二加している85L剥≠む対隼に「腱やか純子21」にl対する括両の状況  

について、アンケート，廿在を行い、63団体（74．1％）から回答を得た。な  

お、今回のアンケート調査の内容は、第1回中惜ほ平価日寺の訓寮内容に自由記り馴・l■！j  

を加えたものである。  

（1） 取組のプロセスについて  

○ 担当者を決め、各団体の年次計画の中に「畦やか純子21」閲辿の・け業を盛り込   

んだ団作は8‘．i－■l位′超えたものの、アウトカム指丹（戊黒）とアウトプット指杖（車   

業J一り の汁け佃そ．i′と定した団体け3′刑キ下回った。また、団体のホームページ等  

への取組の公表と触やか親子21公式ホームページへの情鞘提供、定期的な取組  

の評価と他椛関や団体との辿批膚低調であった（図2、図3）。  
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